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児童相談所による家族保全の現状と課題

子ども家庭福祉研究部 澁谷　昌史

　　　　　　　　　　　　　　　要約
家族保全は、少なくともその初期局面においては、児童相談所のような権限を有する機関に期待される援

助である。本研究は、全国の中央児童相談所の児童福祉司／児童心理司に対して、家族保全にかかる援助行動

の必要度と困難度にっいて調査を実施した。その結果、筆者が先行研究から特定してきた家族保全の初期局

面での援助原則は広く共有されているものであることがわかった。また、家族保全はきわめて実践困難度の

高いサーヴィスであり、どの児童福祉司／児童心理司に対してもそのためのトレーニングを保障していくこと

なしに達成されるものではないと考えられた。研究課題としては、保護者の変化の可能性をいかにして高め

るかにっいての方法論の確立が求められており、その方法論の定着が家族保全の困難度を低減していくこと

が推測された。また、在宅支援にかかるマンパワーや社会資源のあり方研究が方法論研究と並行して実施さ

れなければならないことも提言した。
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1　研究目的

　本研究は、昨年度まで実施したヂ家族保全研究1一皿」

（A　Study　o魏Family　Preservation　I一猛）を受けた、

児童相談所を中心機関とする家族保全の実態と課題にか

かる調査の結果に基づくものである。具体的には、以下

の作業仮説のもと、研究が進められた。

作業仮説で：筆者が昨年度研究において特定した、家族

　保全の初期局面における援助原則（図1）がどの程度

　支持されているものであるのかを検証する。

作業仮説2：実際に実践する上で困難を感じる援助行動

　を特定し、あわせて困難度の高いものについてのノウ

　ハウを収集する。

作業仮説3：困難度を軽減する属性について探索する。

　最後に自由記述回答を通して、家族保全を含む、在宅

支援一般に関して本調査対象者が感じている事項を検討

し、今後の研究の参考とした。

H　研究方法

調査対象＝全国の中央児童相談所61ヵ所（中央児童相談

　所が設置されていない自治体においては、平成17年度

　全国児童相談所長会議の名簿において当該自治体の筆

　頭に掲載されている児童相談所）に勤務する児童福祉

　司、児童心理司各1名（経験者を含む）、合計122名。

　なお、本調査の主旨が、ノウハウ（実践上の工夫）を

　含む効果的援助行動を明らかにすることを目的として

　いることから、各児童相談所において調査対象者を選

　定にする際に、「虐待対応でリーダー的役割を担ってい

　る児童福祉司及び児童心理司」を基準とすること、そ

　して、それ以外の者がり一ダー的役割を担っているケ

　ースがあることも想定して、「現在、所内の管理運営業

　務等に携わっている方であっても、児童福祉司ないし

　児童心理司（心理判定員）の経験に基づいてリーダー

　シップを発揮されている方であれば、回答候補者」と

　見なしてもよいことを、児童相談所長宛文書に明記し

　た。

調査内容：調査票は以下の3つのパートから構成された；

・　基本属性（職種、性別、年齢、最終学歴における専

　　攻、所属学会等、採用方式、児童福祉司／児童心理司

　　経験通算年数、児童福祉司／児童心理司経験を含め相

　　談援助業務に従事した通算年数、こ．れまでに直接担

　　当した虐待ケース数、回答者が所属する児相管内に

　　あるネットワークの状況）

・　児童相談所が家族保全の初期局面で用いる援助行動

　　（15項目）の必要度・困難度

・　「児童相談所による在宅支援」についての自由記述

　なお、家族保全という用語が普及していないことに鑑

み、調査タイトルを「児童相談所による在宅支援方法に

関する調査」とし、本調査の主要設問を含む「児童相談

所が家族保全の初期局面で用いる援助行動」に関しては、

児童相談所が措置として実施する在宅支援ケースを取り

扱う場合」とし、具体的には、以下の3つの要件すべて

を充たす家族を想定して回答を求めた1

・　子ども虐待が発生している家族

・　「親子分離すべき」と所内で指摘する声もあるが、

　　今すぐ一時保護をする（あるいは一時保護を継続す

　　る）必要があるという所内決定を出すには至ってい

　　ない家族

・　総合的に判断して、児童福祉法第27条第1項第2号

　　措置による在宅支援が適当とされる家族

　また、当然のことながら、多くの援助行動の組み合わ

せで家族保全は展開されていることが考えられるが、調

査回答負担を軽減し、十分な回答数を確保することを優

先して調査項目数を決定した。具体的には、筆者が昨年

度研究において特定した諸要素を基本とし、アメリカ合

衆国・ニューヨーク市における家族保全ワーカー用トレ

ーニング教材（1）を参照しながら、「家族保全のために必要

な援助行動とは何か」ということを念頭におきつつ、精

査を行い、以下のような項目数とした（項目番号は表2

及び3に対応）；

・　基本的態度：項目（1〉（2）の2項目

　　所内連携を促進する：項目（3）の1項目

・　ネットワークに働きかける：項目（4）（5）の2項目

・　保護者にサーヴィスを提供する1項目（6）一（15）の10

　　項目（うち、サーヴィス提供の基盤作り（契約）：項

　　目（6〉一（8）の3項目、親／家庭生活教育を実践する：

　　項目（9）一（10）の2項目、社会資源を活用させる：項

　　目（11）一（13）の3項目、面接：項目（14）一（15）の2項

　　目）

　その上で、各援助行動に対する必要度と困難度の評価

を5件法のリッカート・スケールにより求めた。選択肢

は、「かなり必要である（瓢5）」「まあ必要である（罵4）」

「どちらともいえない（＝3）」「あまり必要でない（＝

2）」「まったく必要でない（＝1）」、「かなり困難であ

る（＝5）」「まあ困難である（一4）」ヂどちらともいえ

ない（二3）」rあまり困難でない（＝2）j　rまったく困難

でない（＝1）」とした。

　ただし、本調査は、ケース特性や実践環境などに対し

て普遍的な、家族保全にかかるジェネリックな援助行動

を明らかにすることに主眼を置いたため、ケースの諸属

性を加味して柔軟な判断を行っている実務家から見れば、

回答しづらい項目のあることが、あらかじめ予想された。

　たとえば、「ネグレクト・ケースでは重要だが、身体的

虐待ケースでは必ずしも必要であるとはいえない」「ネッ

トワークがしっかりしていれば容易だが、そうでなけれ

ばかなり困難」という判断がなされる援助行動が、先述

した15項目の中に含まれていることが考えられた。その

ため、ギ調査回答要領」において、援助行動をとる頻度に

応じて判断をするよう求めた。したがって、仮に性的虐
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待でのみ必要あるいは困難という援助行動があった場合、

ケース発生頻度そのものの小ささから、本調査結果では、

その必要度や困難度について、十分な反映がなされない

こととなる。しかしながら、その一方で、こうした判断

基準の導入は、実践のメインストリームを表現すること

を可能にするものと思われた。

　そのほか、実行主体に関する多様性が判断に影響を及

ぼすことが考えられた。たとえば、児童福祉司あるいは

児童心理司が行うことは稀で、ネットワーク構成員の誰

かが実行している場合が多い3といったケースである。

このとき、「児童福祉司あるいは児童心理司が行うもの」

に限定した場合、ケース・バイ・ケースで適切なマネジ

メント方法を選択している実務家がヂどちらともいえな

い」に対して反応することが多くなると考えられた。そ

の場合、「どのようなことをすぺきか」についての意識が

見えにくくなるという大きなデメリットが予想されたた

め、実行主体は問わないものとした。したがって、高い

必要度が明らかになったからといって、それらが実際に

児童福祉司あるいは児童心理司が行く）ている援助行動で

あるとは断定できない。しかし、そのように考える場合

であっても、それら援助行動の持っ意味を児童福祉司あ

るいは児童心理司として理解しておくべきものとして了

解することは可能であろうと思われた。

　以上のように、回答者の判断に迷いが出る可能性があ

るものを事前にピックアウトし、上述したような方法で

メリット、デメリットを検討し、r調査回答要領」で判断

基準に関する指示を行った。

調査方法：郵送法。

調査時期：2005年11月11日一同年H月末日。

分析方法：分析においては、数量的データについては、

　SPSS　veτ。11，0for　wind・wsにより、度数分布、平均

　値、標準偏差を求め、■2検定を実施した。作業仮説

　1－3については、ここで得られたデータに基づいて、

　作業を進めた。また、自由記述で回答を求めたものの

　うち、困難度を低減するノウハウについてはKJ法を用

　いて結果を整理し、質的分析を行った。

そのほか：調査への回答が任意のものであること、回答

　は個別に同封の封筒で返送すること、データの開封・

　入力・解析作業はすべて筆者ひとりが行い、回答者の

　プライヴァシーが保護されること等を明記した「調査

　回答要領3を同封した。

皿　研究結果

1．回収状況

回収数（a）　　　　　　　　　　　　　　　　：98通

回収率（a／122）　　　　　　　　　　　　　　：80，3％

有効回収数（b）　　　　　　　　　　　　　　：97通

　児童福祉司（経験者含む）からの回収数（c）：52通

　児童心理司（経験者含む）からの回収数（d）：44通

　職種不明の回収数　　　　　　　　　　　　　11通

有効回収率（b／122）　　　　　　　　　　　　179．5％

　児童福祉司（経験者含む）からの回収率（c／61）：85，2％

　児童心理司（経験者含む）からの回収率（d／61）＝72，1％

2．基本属性

　本調査における児童福祉司及び児童心理司それぞれの

プロフィールは表1の通りである。以下に特徴的な事項

を記述する；

・　年齢については、児童心理司は30歳代から50歳以

　　上まで比較的均等に散らばりが見られるのに対して、

　　児童福祉司は50歳以上の者が半数以上を占めた。

・　学問的バックグラウンドは、児童心理司の80％以上

　　がr心理学専攻達であるのに対して、児童福祉司は

　　「そのほか」が最も多くを占めており、「社会福祉学

　　専攻」は30％に満たなかった。

・　児童心理司では31，8％、児童福祉司においては半数

　以上の61．5％が、学会等に会員登録をしていなかっ

　　た。

・　児童心理司の75．0％が選考採用であるのに対して、

　　児童福祉司は行政職採用が40％近くを占め、福祉職

　採用は半数に満たなかった。

・　児童心理司は、当該職種経験年数が10年を超える場

　　合が最も多いが、児童福祉司の場合は、少6年の経

　験者が最も多く、次にm年以上となく）ていた。また、

　　2年未満の者も20％近くを占めていた。

・　児童福祉司／児童心理司経験を含めて、相談援助業務

　　に従事した通算経験年数については、いずれの職種

　　も、「10年以上」が最も多かった。しかし、児童福

　祉司については、相談援助経験年数が6年に満たな

　い者が30％近くを占めていた。

・　これまでに直接担当した虐待ケース数は、いずれの

　職種も50ケース未満が最も多かった。ただし、児童

　福祉司は比較的ばらっきが見られ、100ケース以上

　担当が40％を超えているのに対して、児童心理司は

　　100ケース未満で75．0％を占めた。

・　ネットワークの状況にっいての評価では、児童心理

　司は、「どちらともいえない」という回答が多かった。

　　児童福祉司の回答状況を見ると、ド有効に機能してい

　ないところが多い」が最も多くなっていた。

3．援助行動に関する必要度

（1）単純集計結果

　必要度についての結果は表2の通りである。平均値

4．5以上をギかなり必要」な援助行動、3．5以上4．5未満

を「まあ必要」な援助行動、2．5以上3．5未満を「どち

らともいえない」援助行動とした場合、6項目が「かな

り必要」、それ以外のものはrまあ必要」の範囲であった。

このことから、筆者が先行研究等から特定してきた、家

族保全の初期局面における援助行動が、虐待対応でリー
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ダー的役割を担っている児童福祉司／児童心理司の間で

共有されているものであることがわかった。

　具体的には、子どもの安全確保に関する項目　（項目1

及びU）、所内外の連携確保（項目3－5）、そして保護者

との目標設定にかかる援助行動（項目8）はとくに必要

度が高く、その一方で、児相側の状況認識や仕組みの伝

達（項目6－7）、具体的な保護者の変化を促す援助行動（項

目9－10及び14）、見守り以外で子どもや保護者を社会資

源につなげる援助行動（項目12－13）、そして、家族保全

の理論的前提を反映した2項鼠（項目2及び15）が相対

的に低いポイントにとどまった。とくに、ヂケースの状況

が改善されうるという信念を保持しておくこと」につい

ては、標準偏差及び具体的回答状況を見ても、統一的な

認識方法の一環としては、相対的には位置づけられてい

ないことがうかがえた。

　以上のことから、我が国の児童相談所における家族保

全では、「変化」よりも「安全確保」がやや強く意識され

ながら展開される傾向にあることが推測された（誤解を

招かないように付言すれば、変化の要素が軽視されてい

るということではない）。

（2）ク縫ス集計結果

　念のため、「必ず必要である」「かなり必要であるjを

あわせて回答者の90％以上を占めなかった（2）（6）

（7）（10）（14）（15）の6項目については、「必ず必要

である」ゼかなり必要である」を「必要群3、「どちらとも

いえない」を含めたそれ以外の回答を「非必要群」とし、

職種、性別、年齢（50歳以上／未満での2区分）、学会等

所属の有無（「とくになし」に該当／非該当の2区分）、選

考採用（選考採用（福祉職／心理職採用）／一般（行政〉職採

用の2区分）、児童福祉司／児童心理司通算経験年数（10

年以上／未満の2区分）、相談援助業務通算経験年数（10

年以上／未満の2区分）、担当虐待ケース数（100ケース

以上／未満の2区分）、ネットワークの状況（有効に機能

しているところが多い／有効に機能していないところが

多いの2区分（「どちらともいえない」は欠損値とした））

とのクロス集計を行い、あわせてFisherの直接確率法で

検定を行ったが、回答傾向に有意な違いが見られたもの

はなかった。そのため、職種や性別等にかかわらず、各

援助行動の必要度は、虐待対応でリーダー的役割を担っ

ている児童福祉司／児童心理司の間で、共通して高いポイ

ントを与えられていると考えられた。

4．援助行動に関する困難度

（憶）単純集計結果

　困難度についての結果は表3の通りである。必要度の

ときと同様に、平均値4，5以上をヂかなり困難」な援助

行動、3，5以上4。5未満を「まあ困難」な援助行動、2．5

以上3．5未満をドどちらともいえない」援助行動とした

場合、ゼかなり困難」に該当する項目はなく、8項目がギま

あ困難j、それ以外のものは「どちらともいえない3の範

囲であった。

　具体的には、保護者と具体的な目標設定を行い、具体

的な保護者の変化を促す援助行動（項目餅10）の平均値

が4．5に近かった。それ以外については、rまあ困難であ

る」に区分される平均値を示す項目でも、かなり標準偏

差や具体的回答状況にはばらつきが見られ、項目2や15

のように、半数以上がFかなり困難」「まあ困難3のいず

れかに回答しながらも、「どちらともいえない」が最頻値

となっている援助行動もあった。そして、rどちらともい

えない」に区分される援助行動では、「かなり困難」ヂま

あ困難」をあわせても50％以上となることはなく、項目

3や4のように、「あまり困難でない」が最頻値となって

いる場合も見られた。

　以上のことから、家族保全においては、保護者援助を

いかに効果的に進めるかについての検討がとくに欠かせ

ないことがわかった。

（2）クロス集計結果

　困難感を低減する属性を特定するための作業として、

rあまり困難でない3rまったく困難でない」をゼ非困難

群」とし、「どちらともいえない」を含めたそれ以外の回

答をド困難群3とし、必要度に対して行ったものと同じ

検定を実施した。その結果を一覧表にしたものが、表4

である。

　この一覧表に見られるように、全般的に困難度を低減

するような属性は特定されなかった。また、合理的な解

釈が難しいと、思われる検定結果も含まれていた。合理的

な解釈のできるものは、ネットワークが有効に機能して

いると認知している児童福祉司／児童心理司のいるとこ

ろではネットワーク会議そのものが開催しやすいという

ことくらいであろう。

　ちなみに、「かなり困難である」「まあ困難である」を

ヂ困難群」、それ以外をr非困難群」として分析をした場

合、「どちらともいえない」を除外して「困難群」「非困

難群」を構成した場合でも検定を実施したが、若干有意

差の得られる項目が変わってくるものの、とくに意味の

ある属性を特定するには至らなかった。

5．そのほかの援助行動

　これまで見てきた15項目以外にヂ必要である」と思わ

れる援助行動がある場合には、その援助行動に関する記

載を求めた。その結果、36名から54件の回答があった。

回答の中には、本調査では想定していなかったマクロ実

践、すなわち制度政策面へのアプ撚一チに類型化される

ものもあったが、ソーシャルワーカーによる援助行動に

は違いないため、回答を尊重した。また、15項目に含ま

れると判断できる回答もあったが、調査項目の記述内容

とは微妙に異なるニュアンスが含まれているものと考え、

回答を尊重した。その上で、結果を整理したものを表5

に掲載した。

　ここに見られるように、おおむね本調査で設定した枠
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組みに入るものが多いように見受けられるが、とくに複

数の回答があったものについては、個々の援助行動を具

体的に解説していくときに参考にすべきものと思われた。

　ちなみに、いずれの回答でも、必要度は高いものとし

て認識されており、困難度も、13件を除いて、「かなり

困難である」「まあ困難である3という回答であった。

6．困難度を低減するためのノウハウ

　困難度を低減するためのノウハウについては、自由記

述で回答を求めた。自由記述による回答は、回答者の負

担が大きくなるため、筆者のこれまでの研究からノウハ

ウを集積する必要性が高いと考えられた、「ネットワー

ク涯とゼ親／家庭生活教育」に関してのみ回答を求めた。

（1）ネットワー・ク支援

　ネットワークにかかる実践を効果的に行うためのノウ

ハウについては、56名から回答が得られた。記述内容を

KJ法によりカテゴライズし、ノウハウを表現したもので

はない記述（単に援助困難の実態や願望のみを記述した

ものなど）を除去した結果、記述数は105件となった。

カテゴリー間の関係にっいては、図2のとおりであった。

　ネットワーク会議のプロセスに関しては、さまざまな

「共有」が行われていることが意識化されていた。具体

的には、「機関特性」「子ども虐待に対応する基本事項」

「ケースに関する情報」「情報の集約結果」「情報に基づ

いた援助の目標ぽ「各構成員の取るべき役割」、そしてそ

こで得た「情報の取り扱い」などのルールであった。「役

割の明確化」はとくに頻度が高い記述であり、具体的に

は、各機関の特性あるいは立場といった「違いをうまく

利用できるように」するといったようなものもあった。

　これらプロセスを円滑に行うためには、かなりの回答

者が、会議の場以外での「日常的関係性」をいかにうま

く進めるかに意識を向けることを必要視していた。いう

までもなく、ネットワーク構成員に対する既知感は、子

ども虐待に関する態度や機関特性に対する相互理解を生

み出し、実際のネットワーク会議の場で、不要な牽制的

やり取りを低減させているものと思われる。実際には、

すべてのメンバーということではなく、r普段からケース

の取り扱いが多く、連携がとられているメンバーと個別

に事前に打合せを行っておく」というド根回し的なアプ

ローチ」も行いつつ、ネットワーク会議の場での合意を

導きやすくしている場合もあることがわかった。

　ただし、こうした日常的関係性を作っていくためには、

r経験を積んだ福祉司でも、半年から1年の期間を要す

る」という記述も見られ，、ある程度の時間的枠組みの中

で発展させていかなければならないもののようである。

　次に、実際のネットワーク会議におけるノウハウであ

るが、r負担の大きいメンバーがいた場合、その人を支援

するためのネットワークも考える」といったような、「押

し付け合いを忌避」することや、具体的でかつ肯定的な

fフィードバック」を行い、各構成員が「ケースにかか

わることの意義」あるいは「効力感」を実感させていくこ

とが欠かせないことがわかった。すなわち、先述したよ

うに「役割の明確化」という個の存在を際立たせていく

アプローチが必要視される一方、その個を孤立させてい

くのではなく、むしろネットワーク全体で支援しようと

する「支持的」なアプローチがとられているということ

である。それによ〈）て、全員でケースにかかわろうとい

う意識が醸成されることとなる。いうまでもなく、こう

した相互援助システムの形成は、対応基盤のさらなる強

化を呼び起こすこととなる。

　また、忘れてならないのは、こうした会議を運営する

マンパワーの存在である。いかに市町村の中で「ネット

ワークを稼動」させる人を育てるか、当事者意識の強い

r実務者」を招集するかによって、ネットワーク実践の

効果に大きな違いが出てくる。

　その上で、「中心の機関が相談役、清報のコントロール

を前向きに取っていく」ことが重要であるが、こうして

ネットワークを活性化していくことは穆一ダーシップ

と専門性が求められるので、当面は児相がリー硝した

り、「調整役に見合う力量を習得するための研修や実践、

フィードバックの保障」をしていくことが重要になった

りするのが実際のようである。とくに市町村の責務が法

制度上明確になり始めた今の段階では、「具体的な対応が

わからず右往左往」していたり、ギ知識や技術を充分に持

っておらず、対応について未熟」であったりする市町村

にネットワークを委ねるのは現実的とはいえないことも

しばしばあることがうかがえ、ネットワーク会議で「具

体的な助言」をしていくこと、ときには、先述した日常

的関係性にカテゴライズされることであるが、「役割を市

町村、児相に単純に割り振るのではなく、一緒に動くこ

と」で、「市町村も不安がなくなり、仕事の質が向上する」

という記述も散見された。

　最後に、実際の会議の進行においては、「記録係」をお

いて、「記録を残して」おいたり、「記録内容を会議の最

後で確認」したり、「共通のシートを作成」することで共

通理解をしやすくしたりすることなどの工夫が見られた。

そして、会議の開催について、r次回設定をしておく」あ

るいは「いっ、どんなときに集まるかを決めておく」な

ど、単発ではなく、r継続性3を重視していることがうか

がえた。中には、「比較的短いスパン（1ヵ月etc．）で

ケース協議を繰り返す涯というように、インテンシヴネ

ス（集中性・集約性）の大切さを指摘するものもあった。

（2〉親／家庭生活教育支援

　親／家庭生活教育支援にかかる実践を効果的に行うた

めのノウハウについては、47名から回答が得られた。ネ

ットワークに関するノウハウについて行ったものと同様

に記述内容を整理した結果、記述数は94件となった。主

たる記述内容とカテゴリー間の関係については、図3の

とおりであった。

　主たるノウハウとしては、近年注目を浴びているヂペ
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アレント・トレーニング」等、親の子どもへのかかわり

を効果的にするためのプログラムの使用があげられた。

また、プログラム名称として記述はされていないものの、

既存のプログラムと同様に「スキル獲得」のために援助

構造を築き、保護者の子育て能力向上を図っていると思

われるものも多く見られた。件数は少ないが、r視聴覚教

材の活用」は、認知的側面から実際の子育て行動の変化

を導く援助媒体として、家族再統合プログラム内外で使

用されていると思われ、子育てスキルの獲得にかかわる

援助行動すべてに資するノウハウだと思われ、「適切なか

かわりの伝達」というカテゴリーに整理した。

　ちなみに、こうしたスキル獲得が必要であることの理

由として、「生活環境が劣悪なケースについて、多機関協

力の下、掃除などで環境を整えても、保護者自身のスキ

ルアップにつながることはない」など、居住環境整備で

は効果がないことをあげているものが散見された。

　次に多かったのが、「社会資源の活用」にカテゴライズ

されるノウハウであった。社会資源の内容としては、「保

健師」ヂ保育士」ギ民生委員」等々、さまざまな職名があ

げられていたが、いわゆるフォーマルな資源と保護者を

リンケージしていく活動が主たるものであり、r同行訪

問3あるいはr（保健師等による単独での）家庭訪問涯等

を通して「目常的に家庭に入って」子育てスキル獲得支

援をしていくことの効果を認めたものであった。中には、

r保健師さんにお任せする方がスムーズに長期のフォロ

ーができる涯という評価をしているものも見られた。そ

して、そうした日常的なサーヴィスが、「親自身に相談所

のかかわりが有益であると実感してもらう」ことにもつ

ながっていく場合も出てくる。

　また、そもそも「第27条第1項第2号の措置をとる必

要のあるケースの中には、児相との関係がよいとはいえ

ないものもある3ため、「保護者が現実的に利用しやすい

社会資源」を活用することは、戦略的にきわめて重要であ

ることがうかがえた。すなわち、援助の動機付けが希薄

な保護者への援助を展開していく上で、重要な援助の選

択肢として位置づけられていると思われた。

　記述頻度として多かったのは以上のようなものであっ

たが、しかし、後述する在宅支援に関する自由記述でも

指摘されているように、プログラム受講や社会資源活用

までに至ることがきわめて難しいという間題についても

考えなければならない。その点、問題意識が希薄で、と

きに敵対的な姿勢を見せたりする保護者に対して適用す

ることは決して容易というわけではなかろうが、状況が

改善しているということを確認するため、目標設定のと

きに充分にr保護者の意向」を汲み取ったり、小さくて

具体的で実行可能なもの（r細かい、クリア可能な目標」

「小さなこと」「単純なこと」など）を掲げるようにした

りというノウハウが考えられる。それにより、「保護者が

少しでも取り組んだことやわずかな変化に注園する」こ

とが比較的容易なものとなり、ド褒める」という援助行動

を媒介して、「ワーカーへの信頼を得る」という大切なス

テップが刻まれたりすることとなる。

　また、そのためには、当然のことではあるが、アセス

メントも重要である。アセスメントは児童相談所でも行

われるが、r親が何ができないために問題が起こるのか、

具体的な事象をもとにネットワークで話し合い」をする

ことで、「要保護児童対策地域協議会の中で必要なサーヴ

ィスを検討」したり、親のできない部分をr補完するた

めの方法3を考えることになったりするなど、ネットワ

ークの中で行われる場合も見られた。ときには、「子ども

の発達上の問題に焦点を当て、親として適切なかかわり

を促す3といったように、「子どもの支援計画」を軸にし

て保護者とのかかわりを持つことが有効なケースもある

ことがうかがわれた。

　以上のように、援助計画で用いるプログラム開発と並

行して、援助計画実施までに保護者にどのようなソーシ

ャルワークを展開していくのかといった、一連の援助プ

ロセスとして親／家庭生活教育にかかる実践を描写して

いくことも重要であることが示唆された。

7．『児童相談所の実施する在宅支援」に関する意見

　今後の研究の参考として、ヂ児童相談所の実施する在宅

支援」にっいて、自由記述で回答を求めたところ、51名

から回答があった。ひとつひとつの意見が貴重な資料で

あり、こうした意見を共有していくことの社会的意義は

大きいと考えられるため、自治体名等が特定されないよ

うに配慮し、加えて読みやすくなるように若干の字句修

正を加えた上で、表6に掲載をした。

　在宅支援においては、実態的に児童相談所への業務一

極集中が依然として緩和されておらず、児童相談所のマ

ンパワー強化（スーパーヴァイザーや精神科医等のコン

サルタントの利用可能性強化も含む）と、市町村の対応

能力強化が強い要望として出されていることがわかった。

とくに、市町村の対応能力強化がなされない限り、ネッ

トワーク対応を掛け声に関係機関が顔をそろえても、ど

うしても力量のある児童相談所にケース対応を委ねられ

てしまったり、保護を求める声の方が在宅支援を継続し

ようという声よりも大きくなったりしてしまいがちであ

ることもうかがえた。また、この市町村の対応能力強化

の一環として、民間機関の育成や社会資源の強化（とく

に学齢期以降）などが必要であるという意見も見られ、

理想的実施体制確立までに取り組まなければならない課

題は山積しているといわねばならない。

　また、ケースの内容に関しては、人格障害や精神障害

など、精神保健上の問題が関与していることを指摘した

ものが散見された。これは、在宅支援ケースの中で、改

善が容易に望めず、長期的に支援をしていかなければな

らないケースが多く含まれていることを意味する。短期

間に「変化の可能性藤を追求するというよりも、吟の状

態を維持する」ことが現実的な支援計画とならざるを得
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ない現状がうかがわれた。また、短期的に問題が解決し

ても、家族ライフサイクルの変化がストレスとなり、問

題が断続的に現れる可能性も示唆している。すなわち、

いわゆる自立が難しく継続的なケアを必要とする家族が、

ケースの谷間に落ち込んでしまうことのないよう、持続

的なケース進行管理の仕組みを整えておくことが大切に

なってくる。

　このほか、ケア機関と保護機関（あるいは部門）を分

離することなど、児童相談所をめぐるイシューとしてす

でに知られているものが、在宅支援という局面でも問わ

れてくることがわかった。在宅支援だから比較的対応し

やすいということではなく、在宅支援においても保護局

面と同様に対立構造が生じたり、場合によっては保護し

てしまった方が援助の動機付けを高めやすいのではない

か思われたりするケース（たとえば、内容的には在宅支

援対象でも、援助に対する動機付けが保護者になく、実

際には支援にならないケース）も多くあり、長期的に市

町村で支援を展開するにしても、司法によるケア受講命

令の必要性や、法的権威を背景に持った機関の存在が求

められる状況が、断続的にあるものと考えられる。

lV　考察

1．回答者の基本属性について

　プロフィールに関しては、同じ子ども家庭福祉相談実

務経験者であっても、児童福祉司と児童心理司では異な

るバックグラウンドを持っていることが明らかとなった。

児童心理司については専門職として採用されている場合

が多く、また、相談援助業務従事経験年数を比較的多く

積んでいることがわかった。一方、児童福祉司にっいて

は、年齢に関して40歳以上が80％以上を占めているこ

とが特徴的ではあるが、その一方で、相談援助業務に10

年以上従事している者は半数に満たないなど、「なぜこの

人たちが虐待対応においてリーダー的役割を担っている

のか」について、客観的・統一的属性に基づいて説明を

することが難しかった。

　近年、虐待対応は、子ども家庭福祉行政サーヴィスの

中でも、関心の高いもののひとつとなっている。都道府

県行政は、住民に対して、虐待防止のために必要な人員

配置を行っているということを明確に説明していく必要

性に迫られることも少なくないだろう。実際に児童相談

所において子ども虐待対応で舵取りをしている職員（エ

クスパート）は存在するわけであるが、その「エクスパ

ートとは誰か」そして「エクスパートを確保するためには

どういうマンパワー政策を実行する必要があるのか」に

ついての研究は、未だ発展途上にあるといわねばならな

いだろう。

2　作業仮説1に対応して

筆者が明らかにしてきた家族保全の初期局面での援助

手続きは、虐待対応でリーダー的役割を担っている児童

福祉司／児童心理司から見ても、必要度の高いものである

ことが明らかにされた。これら援助行動を具体的なコン

テクストの中で実行できるようにするためのトレーニン

グが必要であるが、本研究成果は、このとき求められる

トレーニング・マニュアルの基本的枠組みとなりうるも

のである。

　ただし、具体的に調査結果を検討すると、家族保全理

論において重きを置かれているr変化3という要素より

も、「安全確保jの方がよりいっそう必要視されているこ

ともわかった。こうした傾向は、筆者の行ってきたアメ

リカ合衆国における家族保全研究においても見られたも

のであった（2）。また、虐待死が報道されるたびに、「安全

確保こそ大事である」というプレッシャーが児童相談所

に強くかけられることにも留意しなければならないだろ

う。すなわち、子どもの安全確保に児童福祉司の意識が

向いていくのは、その職性上、また社会的要請上、至極

当然なことと考えておかねばならないだろう。

　したがって、組織的な対応によって危機管理を行うと

いう実践枠組みを作っておくことが、実際に保護者とか

かわって「変化」を求めていく児童福祉司／児童心理司に

とっては、非常に重要な前提条件となるものと思われる。

具体的には、司法関与や社会資源強化等、今後の課題と

されている子ども虐待防止施策が確立された上で初めて、

ヂ家族の変化3に向けてのチャレンジが実際的なものと

なるという、［児童福祉司／児童心理司意識変化」の機序

にっいて示唆している結果であるといえよう。

3．作業仮説2に対応して

　家族保全の初期局面で求められる援助行動にっいては、

保護者の変化を促すものを中心に、決して容易なものと

して認識されていないことがわかった。とくに、親／家庭

生活教育は困難な実践領域であると感じられていた。す

なわち、「病気であることはわかっても、治療方法はわか

らない」という状態にとどまることとなり、結果、社会的

要請の強い「安全確保」に意識を向けることで業務を展

開させている傾向が生み出されているものと思われた。

ただし、このことは見方を変えれば、この点でのノウハ

ウが集積されれば、児童相談所による家族保全の実践可

能性は飛躍的に高まることが予想される（もちろん、先

述したように、このことと子ども虐待防止施策の推進は

密接に関係しており、単なる方法論の発展だけが実践を

推進するものではないことに留意したい）。

　その親／家庭生活教育を効果的に実践するノウハウに

っいては、環境整備よりも、保護者の子育てにかかるス

キル獲得こそ重要であり、ペアレント・トレーニングや

家庭訪問等を通したモデリングなどの複数のアプローチ

から、ケース特性に応じて適切なものを選択していくこ

とが、鍵になることがわかった。これらプログラムにつ

いては、才村らが「家族再統合」という概念のもとで研
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究を進めており（3）、そこで得られた知見を家族保全研究

でも活かしていくことが可能であろうかと思われる。

　ただし、その一方で、筆者が先行研究整理をする中で

指摘したように（4）、保護者の援助に対する動機付けが、

やはり児童相談所実務の中では大きな援助テーマとなっ

ていることも確認できた。その点、目標設定の方法や小

さな改善から問題発生システムに変化を起こしていくこ

となどのノウハウを特定できたことは意味のあることで

あったといえる。ただし、この目標設定等が可能となる

インターパーソナルな対応方法については、依然として

ブラックボックスの中にあり、より詳細なインタヴュ

ー・スキルの研究が不可欠であるという課題も見えてき

た。

　また、家族保全を展開していくためには、長期的な家

族中心ソーシャルワークが求められる（5）。そのためには

ネットワークの構築とケースの進行管理が不可欠である

と考え、ネットワークにかかる実践を効果的に行うため

のノウハウも集積した。その結果、会議のプロセスにお

いては、ネットワーク構成員相互の理解と個々の構成員

の役割遂行責任の明確化を行い、相互支援が行われるよ

うにネットワーク支援を進めていくことが重要であるこ

と、そして、それを可能にするためには、会議の場以外

での日常的な情報交換や、ネットワークのエンジン部分

となる人ないし機関の存在等が有効であることが明らか

となった。

　これらを各児童福祉司／児童心理司が意識するととも

に、困難ケース「のみ」での後方支援ということだけで

はなく、ネットワークとの日常的な交流が可能になるよ

うなマンパワー配置を検討しなければならないだろう。

そのことが、「何かあったら児童相談所がサポートしてく

れる」という安心感を生み、ネットワークの存在意義が

増すものと思われる。すなわち、児童相談所が積極的に

関与する家族保全ケースであっても、ネットワーク中心

で在宅支援を展開していくケースであっても、ネットワ

ークの構成員が「当事者化」⑥していくための「援助」が

欠かせないということである。

　ただし、ネットワーク支援を展開していくにあたって

も、親／家庭生活教育と同様、ある一定度のコミュニケー

ション・スキルを習得している必要があり、そのための

トレーニングが欠かせないことは、明らかなことといっ

てよいだろう。

4．作業仮説3に対応して

　困難度を低減する児童福祉司／児童心理司の属性にっ

いては特定されなかった。すなわち、虐待対応でリーダ

ー的役割を果たしている児童福祉司／児童心理司に共通

して、親子分離のリスクが高い家族に援助を提供してい

くことは困難度がきわめて高いものであることがわかっ

た。したがって、作業仮説2で考察したようなノウハウ

を、新任／ベテランを問わず、周知させ、トレーニングし

ていくことをまず優先すること、そしてそこで得られる

ノウハウを組織的に蓄積していけるような配慮をするこ

とが、在宅支援にかかるマンパワー施策において重視さ

れなければならないものと考えられる。この観点からす

れば、短期間での人事異動が効果的・効率的であるとは

考えづらいともいえよう。

5．在宅支援一般に関して

　マンパワーの量的不足や権能分離の問題、消極的ある

いは敵対的な保護者へのアプローチ、保護者の攻撃やレ

スポンスの悪さからくるネットワークのディスオーガナ

イズとそれに伴う児童相談所への業務再集中など、すで

にこれまで子ども虐待防止施策のイシューとなってきた

ことが多く見られた。

　とくに、近年は市町村の対応能力強化が焦眉となって

いるが、ケア受講命令とそれに応答的なサーヴィス供給

体制を果たして市町村で整えられるのか、むしろマンパ

ワーを比較的確保しやすい都道府県が児童相談所を増や

し、それにより住民に身近なサーヴィス供給を目指す方

がよいのではないかといった議論も、すでに動き始めて

いる行政改革の方向（地方間分権の推進）とは一致しな

いものではあるが、不可欠なのではないかと思われる。

V　結語

　本研究から、今後の研究課題のいくつかを記しておき

たい。

　ひとっは、「エクスパート研究」とでもいえるものであ

る。本調査では、調査設計の段階において、あえて「リ

ーダー的役割をとる児童福祉司／児童心理司」についての

客観的基準は設けなかった。これは、我が国においては、

まだ「誰がリーダー的役割をとるのにふさわしいか」に

ついての実証的研究が不十分であるための処理であった。

本調査を通して、ヂリーダー的役割を担う者の基本属性に

共通性が見られる」という結果が出れば、今後の研究デ

ザインの参考になると想定されたが、実際にはそこまで

は明らかにならなかった。「リーダー的役割を担う児童福

祉司／児童心理司に共通する属性とは何なのか」「リーダ

ー的役割を担うにふさわしい児童福祉司／児童心理司と

はどういった人か」については、マンパワー研究の一環

として今後も追究する必要がある。

　二つ目として、「エクスパート研究」の未確立問題とも

密接に関係することであるが、本調査が意識調査の形式

をとっていることからくる限界も意識しておかなければ

ならない。本調査で使用したスケールは、効果的な援助

行動を実際にとれているかどうかを客観的に計測するも

のではなかった。たとえば、同じ「困難だ」という回答

であっても、きめ細かな対応をしようとしているがゆえ

に嘔難だ」と感じている者もいるだろうし、純粋に何

のノウハウも持っていないという意味でr困難だ」とし
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ている者もいるであろう。逆に、r困難ではない」という

回答についても、実際に能力があってそのような回答を

している場合と、表面的な対応しかしていないので、「困

難ではない」と回答している場合が混在している可能性

を否定することはできない。すなわち、本調査で使用し

たスケールは「実際の能力」を測定するものではなかっ

たと考えられる。

　しかし、この実際の能力の測定には、調査する側／され、

る側の双方に相当の負担を強いるものであることが予想

される。現在の児童相談所の逼迫状況に鑑みると、現実

的には、本調査で得られたノウハウを共通の実務知識と

して普及させ、困難度にどのような変化が生じるかを見

ていくことなどを考えていく必要があるだろう。とくに

ネットワークと保護者援助は、現在急速に発展している

段階であり、このノウハウについての蓄積は、本調査で

得られたものを凌駕して著しく進むと想定される。各地

で作成されつつあるネットワーク・マニュアルや、サイ

ンズ・オブ・セイフティやブリーフ・セラピーの技法を

取り入れた神奈川県の取り組み（7）などは、まさにその現

れである。保護者援助の展開は、家族保全の初期局面の

困難度と密接な関係があると考えられ、とりわけ注臼に

値する。そうした先駆的取組みの効果を集中的に検討す

ることは、調査研究に従事する者にとっての社会的責務

であると思われる。

　三つ目の課題として、本研究では深く焦点を当てなか

った、在宅支援にかかる制度的側面の整備も必要不可欠

であると意識しておかなければならないだろう。本調査

の自由記述からは、児童相談所内外の資源不足や司法関

与の弱さなど、我が国の状況が実際の援助行動や意識を

規定している側面のあることが記されていた。とくに司

法関与によって保護者の援助動機付けに変化が生じるこ

とが明らかになりつっあることから（8〉、実施体制改革に

より、ド保護者の変化の可能性3がより高まることも考え

られる。

　四つ目の課題として、基本的スキルの研究が必要なこ

とがあげられる。本研究では援助行動というところに焦

点を当てたが、これら援助行動が実行できるようになる

ためには、どういうコンテクストでどういうスキルを用

いるかを確認することが欠かせない。コミュニケーショ

ン・スキルについては、ソーシャルワーク研究のほか、

心理学や経営学においても蓄積がなされているが、r虐待

の告知」など、この領域でこそ集積しなけれ．ばならない

ノウハウや、人格障害や精神障害などを有しているため

にノーマルなコミュニケーションをとることが難しい人

たちと目標設定をする方法など、他領域のスキル研究で

も決して体系化されているようには思われないものがあ

る。先述したように、家族保全ワーカー用トレーニング

の枠組みまでは本研究から特定することができると、思わ

れる。しかし、それを具体的な教材やスキル評価のため

のツールにまで落とし込むためには、エクスパートの知

見をさらに集積する必要がある。

　五つ目の課題として、より具体的なコンテクストに応

じた家族保全研究が必要なことがあげられる。「研究方

法3で述べたように、本研究では、家族保全にジェネリ

ックな援助行動を特定することに焦点を当てたわけだが、

虐待種別やネットワークの状況などによって、援助行動

が変わることも考えられる。

　最後になったが、ここまでの知見を導き出せたのは、

日々の多忙な業務の中、回答を寄せてくださった児童相

談所職員のおかげである。心より感謝申し上げたい。
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表1　回答者のプロフィール

児童福祉司　　　　児童心理司 合計

Nニ52　　　　　　　　N＝44 N篇96
性別 男性 32（6L5）　　　　26（59，1） 58（60．4）

女性 20（38．5）　　　　18（40，9） 38（39，6）

年齢 一30 2（3。8）　　　　　3（6，8） 5（5．2）

※　○歳以上○歳未満 30－40 8（15．4）　　　　11（25．0） 19（19．8）

40もO 13（25．0）　　　　15（34。1） 28（29．2）

50一 29（55．8）　　　　15（34。1） 44（45．8）

専攻（叢終学歴における） 社会福祉学 15（28．8）　　　　　1（2，3） 16（16．7）

社会学 2（3．8）　　　　　O（0．0） 2（2．1）

心理学 12（23，1）　　　　37（84．1） 47（5L　O）

教育学 4（7，7）　　　　　4（9，1） 8（8．3）

そのほか 18（34．6）　　　　　2（4，5） 20（20，8）

（主たるもの）

法（律）学 7（13．5）　　　　　0（0，0） 7（7，3）

無回答 1（L9）　　　　　0（0。0） 1（1．0）

所属学会等（会員登録して 1ヨ本子どもの虐待防止学会 8（15．4）　　　　　7（15，9） 15（15，6）

いるもの）（MA） 全国児童相談研究会 4（7．7）　　　　　3（6．8） 7（7，3）

目本社会福祉士会 6（IL5）　　　　　1（2。3） 7（7。3）

日本臨床心理士会 4（7．7）　　　　20（45．5） 24（25．0）

目本家族研究・家族療法学会 1（L9）　　　　　4（9．1） 5（5．2）

そのほか 4（7．7）　　　　19（43，2） 23（24．0）

（主たるもの）

日本心理臨床学会 0（0．0）　　　　10（22．7） 10（10，4）

児童青年精神医学会 2（3，8）　　　　　3（6．8） 5（5．2）

とくになし 32（61。5）　　　　14（3L8） 46（47．9）

無回答 3（5．8）　　　　　1（2．3） 4（4．2）

採用 福祉職 25（48，1）　　　　　5（1L4） 30（31，3）

心理職 4（7，7）　　　　33（75，0） 37（38，5）

行政職 20（38。5）　　　　　6（13．6） 26（27，1）

そのほか 3（5．8）　　　　　0（0．0） 3（3．1）

児童福祉司／児童心理司経 一2 9　（17，3）　　　　　　　　　　2　（　4．5） 11（IL5）

験通算年数 2－4 5（9．6）　　　　　3（6．8） 8（8．3）

※　○年以上○年未満 4－6 16（30。8）　　　　　6（13．6） 22（22．9）

6－8 6（11．5）　　　　　5（1L4） 11（11．5）

8刊0 4（7．7）　　　　　3（6．8） 7（7．3）

10一 12（23。1）　　　　25（56，8） 37（38。5）

児童福祉司／児童心理司経 一2 4（7．7）　　　　　0（0，0） 4（4，2）

験を含め、相談援助業務に 2－4 5（9。6）　　　　　3（6．8） 8（8．3）

従事した年数 4－6 6（11．5）　　　　　2（4．5） 8（8，3）

※　○年以上○年未満 6－8 9（17．3）　　　　　3（6．8） 12（12．5）

8－10 3（5，8）　　　　　5（1L4） 8（8，3）

10一 25（48，1）…　　　31（70，5） 56（58。3）

これまでに直接担した虐 一50 20（38。5）　　　　19（43．2） 39（40。6）

待ケース数 5α100 11（21，2）　　　　14（31．8） 25（26，0）

※　概ね○ケース以上 100－150 9（17．3）　　　　　6（13．6） 15（15．6）

○ケース未満 150一 12（23，1）　　　　　5（1L4） 17（17。7）

回答者力斬属する児相管 有効に機能しているところが 13（25，0）　　　　　9（20。5） 22（22．9）

内にあるネットワークの 多い

状況 有効に機能していないところが 23（44，2）　　　　13（29．5） 36（37．5）

多い

どちらともいえない 16（30．8）　　　　22（50．0） 38（39．6）

注）有効回答数のうち、職種が無回答だった1通については、本集計からは除外している．
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表5　15調査項目以外で必要な援助行動

基本的態度・前提に関するもの

基本的態度 法制度を熟知しておくこと 2
小計　　2

所内連携を促進する

訪問方法 訪問者の人数、性別等、訪問の構造を検討すること 1
小計　　簾

ネットワーク・関連機関に働きかける／社会資源を活用させる

基本的前提 児相を含めた各機関の受け入れ態勢が確保されていること 1

アセスメント

機関間で介入のタイミングを打ち含わせること
蘭係機関とアゼスメントを実施すること

求ッドリークでゲース進行管理をすること

関係機関から情報収集をすること

1
1
1
1

援助 多様な社会資源を利用すること 1

モニタリング
見守りのためのネットワークを形成すること
芋どもあ状挽確認芋段あ確傑 ご芋どもあモニター」「子どもの所薦集団の確保」など） 1

4
特定機関と連携 福祉事務所と連携すること 1

小計　12

契約

　　　　　　　　　　　　サーヴィス提供の基盤作り

保護者が虐待を認知している状態とすること

文書で通知すること
藍撹きれるこどの了解を得ること

「い書機闘による蔓援iを蔓1ヲ天汽ることの？解が得られていること

分離の条件を提示すること
白…程調整がつがない場合の対処方法を保護者に伝えること

2
1
1

し、ること 1
1

こと 1
小計　　7

親／家庭生活教育・治療を実践する

治療 個人や家族に変化を促進する援助行為（r心理治療J　r心理教育」など） 5

治療以外の目的
保護者の子ども理解促進すること

“安楚じそぐる芋ども伽天態ど親め状態のギ翠ッヲを広げないようにずること
玉
1

折衷主義 多様な援助方法を用いること 1
プログラム 再統合プログラムを実施すること 1

援助形態
家庭訪問：をすること

（定期的に）通所させること 3
4小計　16

［＝ 援助プロセスに関するもの

アセスメント

アセスメントを実施すること（r虐待の影響や発達のアセスメント：を実施するこ
傑護者の二一父を把握す蚤こζ

ケース検討を行うこと

援助関係 信頼関係構築すること

小計　8

社会資源

マンパワー

マクO実践

社会資源を増やすこと（ヂ社会資源の地域差をなくすこと」など）

M市町村あ対応能ガを向上させること

芋どもの療奮機関を充実させること

職員を増員すること

4
㎜
2
㎜
－

1
小計　8

合計　54
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＜ケース対応の基盤づくり（31）＞

　　　　　　　　　　＜会議の場以外での行動（羽7）＞

・　日常的な付き合い・かかわりを大切に　　・　常に情報交換・連絡を取り合う

・　事前に面識・ネットワークを持っておく　　　　・　できるだけ一緒に動いていく

＜会議のプロセス（67）＞

　　　＜参加者・機関の相互理解（8）＞

・　お互いの立場を理解

・　児相の立場を理解してもらう

・　相互にできること／できないことの理解

　　　　　＜対応基盤の共有（6）＞

・　早期対応等基本的認識の共有

・　保護者への非難の場としない

・　子どもの援助二一ズに焦点を当てる

・　ケースのたびに連携の意義を共有

　　濁『一

くアセスメント結果の共有

　　　（6）＞

・　見立ての共有

・　危機意識の共有

・保護者への情報
　開示検討

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ケースの理解（39）＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曾・■鷺　くアセスメント（15）＞　　　　　　　　　　　　　　　　＜援助計画の立案（24）＞

．礪欝（9）＞　穫鶏臓i、．役害、分担、鯉購（15）＞

・　現状把握　　　　　　　　　目標設定　　　　・　市町村に対する役割の助言

履薦嚥状……’籍舗彗擁募鰐澱辮篠害，分担
・　対応結果の確認　　　　　　明確化　　　　　・　各メンハ㌧がやるべきことを理解

…輝i・　次回までのi…・　ことばだけの合意ではダメ

　　　　対策決定　　　　・　実践すべき事項と期限を明確化

　　　　　　　　　　　　　　　　　く行動ル沸（3）＞

　　　　　　　　　　　　　　　　・　守秘の範囲ii

　　　　　　　　　　　　　　　　・勝手な行動を禁止

　　　　　　　　　　　　　　＜相互支援システムヘの発展（14）＞

　　　　　　＜相互支援（9）＞　　　　　　　　　　　　　　　　　＜一体感（5）＞
・　負担の大きなメンハ㌧を支援する　　　　　　　　　・　全員でケースにかかわるという意識
・　かかわるスタッフが支えられる　　　　　　　　　　・　「できることをやってみよう」という意識喚起i

・　フ仁ドハ㌧クの保障　　・　市町村の不安軽減　　　　・　操作性の強いケースでは機関同士の信頼感

＜会議の枠組み（37）＞

　　　　　　　　＜マンパチ（16）＞

　　＜構成員（8）＞　　　　　　　＜エンジン部分（8）＞

・　第三者・SVの参加　　　　　・　最初は児相がH“

・　医師や弁護士の参加　　　・　最後は市町村

・　実務者が入ること　　　　・　全体管理は市町村
・　各機関の主体性　　　　　・　中心になる人や機関i

・　各職員なりにアセスメントi　　　の存在

　ができること　　　　　　・　市町村でのネットワーク担i

　　　　　　　　　　　　　　当の配置

　　＜会議進行上のポイント（奪0）＞

・　全員に発言機会　　・記録係を置く

・　決定事項確認
・　共通のシートを配布

・　文書での参加依頼

　　　＜会議の積み重ね（曝1）＞

・　（短い期間）でケース協議を繰り返す

・　ケース協議は早め早めに

・　会議で次回設定を行う

・　定期的な開催

図2　ネットワークにかかる実践を効果的にするためのノウハウ
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＜援助計画実施まで（14）＞

　　　＜アセスメント（4）＞

　＜子どものア畝メント（1）＞

・子どもの心理検査
，～

＜子どもの支援計画策定（1）＞

・　子どもの支援計画

　　　＜契約（3）＞

・　介入の必要性を説明する

・　援助計画についての保護

　者の了解
＜保護者との目標設定（6）＞

　　＜親のアセスメント（3）＞

・　親の感情の波を把握
・　親の人生観やンズを把握i

・　人格障害や精神障害の知i
．．．．識を梼2工……

　＜目標設定の視点（2）＞

・　親が必要性を感じる目標

・　（親が子どもを否定的にi

芝糠驚騰旛i
　定的側面を取り上げて

ヂ。

　＜目標の大きさ（4）＞

・　単純なことをひとつひとi

　つ提示
・　小さなことの解決

　　　　　　　＜援助計画と実施の循環性（3）＞

・　定期的アセスメント　　・　実際に提供できる支援との折り合わせ

＜その他（1）＞

・　創造性

＜援助計画の実施（76）＞

＜保護者のスキルアップこそ（2）＞

・　居住環境整備や加ンセリング

　では依存心が高まる場合
　もあり改善困難
・　居住環境整備ではスキルアッ

　プにつながらない

　　　　　　　＜適切なかかわりの伝達（30）＞

＜プロゲ弘の受講（13）＞　　ヂそ子育て方法ついての助言（4）＞i

・　へDアレント・トレー坤グ　　男・　子どもの状況・発達に応じたi

・　ノーマディ・ハ㌧フェ外　　　　　　かかわりを説明

・　　CSP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…ヤ

0
通
所
o
家
庭

〈
訪
援
問
助
　
形
　
態
“
　
　
　
（
　
ε
日〉
常
的
に
家
庭
に
入
つ
て

　　　　一ξ　　　　　　　　＜視聴覚教材（2）＞

　　　　　　・　ビデオの活用

　　　　　　・　視聴覚教材の活用

く実際場面を通したスキルの獲得支援（11）＞

・　乳児院における育児体験
・
．
…

．幼児グ．賑ズ．に心理可も加ねっ、工かかね、燈．の玄援、
，、、、

＜目に見える改善創出（4）＞

・　子どもが改善していくこ

　とを確認していく
・　楽になることを実感でき

　るように
・　児相の介入が有用である

　ことの実感を持てるよう

　に

　　　　＜そのほかのインターパづナルな対応・援助（7）＞

・　人格障害・精神障害の特性に応じた対応

・　子どもの状態の話ばかりにならない

　　　くカウンセリンゲ（2）＞　　　　　　＜家族関係調整（3）＞

　・　（グループ・）カウンセリング　　　　　・　家族の人間関係調整

　　　　　　　　　　　　111
∫　　二門

＜保護者支援のフ担ソフィー（6）＞

・　保護者の変化・頑張りの

　評価
・　保護者のストレングスに注目

・　処罰ではなくサホ㌧トを前

　面に出して

　　　　　　　　　＜社会資源の活用（2雪）＞

　＜フかマル資源の活用（12）＞　　一1＜機関連携（7）＞

・保健師・保育士等の活用促進塾ネットワークで話し合い・i

　往スメント、支援計画策…

　定
・　情報が錯綜しないi

　ように
・学校等との連携

　＜インフかマ1噴源の活用（2）＞

・　身近な人の協力　　　　　　一

・　自助グノレープ作り

　　＜実施体制（1）＞

・　危機管理担当と支援担当

　をわける

図3　親／家庭生活教育にかかる実践を効果的にするノウハウ
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表6　在宅支援に関する自由記述一覧

「在宅支援」といっても、実際は、①再発予防の見守りをコーディネイトすることと、②月1回くらいのまばらな見守

りをするのが精一杯です。この①②までは市区町村がやれる体制に早くしなければいけないと思います。措置を伴うケ

一ス（入所・指導）と、入所児の再統合、治療・回復援助が児相の中心業務であるべきと思いますが、本都道府県では

まったくそれに至っていないのが現状です。

・親の養育能力（生育歴の問題も含め）や経済的間題、子どもの間題等、児相で扱う虐待ケースは、多問題を抱えてい

るケースが多い。したがって、改善するというよりは、今以上に悪くしないという目標があるケースもあって不思議で

はない（結果、それ以上によくなれば、なおよいが）。・児相が介入に比重をおかざるを得ないシステムの中で、在宅

ケアも、今以上に精度や効果を上げていくことが可能なのか？　ケアは児相外（○○センター、病院、大学、保健所等）

の機関で行う方向もあるのでは？

・各職種とも職員数の絶対的不足・多忙。たとえば、　「いつ電話してもいない」等の不満が関係を難しくする一因にな

っている。・緊急避難としての一時保護定員の絶対的不足。他の社会資源の不足。

・虐待ケースの場合、親の支援をするための目標設定を立てても、親の能力・環境・態度や問題意識の薄さから、アプ

ローチをしにくいことがしばしばあるように感じる。・関係機関同士でも認識が違っていたり、チーム（福祉司・心理

司）の間でも、少しずつ感覚がずれたりしている場合もある。よくケース検討をし、どうあるべきかの方向性は充分に

統一していくことが望ましいと思う（そのためにはスーパーバイザー等の意見を聞ける体制が必要と思う）。

・虐待の認識が困難な親に対して、児相への通所を義務付ける強制力がない体制で、どう面接や心理教育的なプログラ

ムを提供していくか、苦慮している。また、児相の支援をある程度受入れ、対人関係を保っことが可能な保護者が虐待

を認識できたとしても、それと保護者の衝動性のコントロールは別次元のものであり、いつでも虐待が起こりうる危険

性と隣り合わせの状況で在宅支援を継続することに、非常に困難を感じる。

・在宅支援をする機関として児相が受け持つ部分が多く、過重負担である。在宅支援を行う専門機関を作って、責任の

ある支援をすることが必要。・内容的には在宅支援が適当と思われるケースでも、保護者の協力が得られない場合は支

援ができない。勧告も有効でない。もっと強い措置が必要と思われる（裁判所の関与）。・虐待防止の基盤となるよう

に、小さいときからの人権教育が必要である。学校教育の取り組み、社会教育の取り組みを進めていくことが必要。長

期的視野に立って、　「教育こそが予防・防止である」ことを理解すべき。

・地域ネットが支援よりもf何かあったらどうする」という不安をあおり、児相の在宅援助の方針に納得してくれない
ことがあり、苦慮する。・家族のリスクにももちろん注目しながらも、家族がうまくやれている部分（ストレングス）

を評価する必要を感じる。・初期対応に追われ、児相として在宅支援、施設退所後のフォローに割く余裕がない。

・複数、チーム対応が原則とされているため、ケース数の増加に伴い、直接支援に当たる職員の増員配置が求められる。・

関係機関職員の援助、対応技術の向上。・構造上、児童相談所と保護者が対立関係となりやすく、所内で機能分化（初

期対応と援助を担当する係をわける）させて対応しているが、限界がある。児福法28条適用の該当にはならないと判断

される事例で、かかわりが難しいケースが散見される。

1．ごく軽微なケースならよいが、不安定要因が輻較しているケースの終結の判断が難しい。年齢の低い児童のケース

では長期化し、ケースが蓄積していく一方である。2，人格障害や精神疾患等の何らかの障碍を有する保護者で、支援

にのらないケースが多く、各機関とも対応に苦慮している。

1，在宅支援を行っていると、中心となって直接援助を行っている児相にどうしても任せられてしまい、次第にケース

から足が遠のいていかれることがある。ネットワーク会議を定期的に開いていくことがそれを防ぐのであろうが、他に

よい手立てはないか…と思う。2，在宅支援はアセスメントがきちんとできていないと、長くなればなるほど保護者と

の関係が深まり、保護の必要性の判断を誤る可能性があるので、アセスメントとスーパーバイズが重要だと思う。

①在宅支援の必要性は充分感じているが、通所指導を実施するには児相が遠すぎるので、通所が難しい。また、心理司

の人数が少なすぎる。②支援をするときの切り印として何を考えていくか。発達の問題が置き去りにされている。

①保護者が児童相談所に対し、どのようなイメージを抱き、何を期待しているか。②児童相談所の機能や役割を大局的

に考えていく必要性を感じています。③ケースに関わるスタッフが、ケースにきちんと関与できる専門性が求められる

とともに、人間性が求められています。

2号措置を自ら望んで希望する家族は皆無であり、文書での2号措置は、保護者に児童相談所が関わっているという、

ある意味でのプレスになる。親も子も困っていること、また悩んでいることはあるけれど、少しずつ視点がプラスに見

ることができるようになったとき初めて家族関係が変わってくるように思う。そういう意味では、継続指導という形で

の関わりの方が、ゆるやかに入れ、うまくつながっているように感じている。

あまりにも親の権利が強く、明らかにネグレクトのケースであっても（たとえば、ひどい生活環境・親の養育の怠慢）、

親への指導・助言が届かないことが多すぎる。　ギ28条までは至らないが…」というケースヘの対応について、法的に

相談を受ける義務を負わせ、親指導ができる体制を是非作ってもらいたい。子どもの生命及び権利を擁護するためには、

公により、無謀な親の権利は制限を受けてもよいのでは…と思われる事例があまりにも多すぎるのが実感です。

親子再構築のため、スキルアップ等を目的とした、家庭復帰リハビリ（親子で宿泊してプレイセラピーなどを行う）部

門があれば、もっと適切な支援が可能ではないかと思う。一時保護所から家庭へ、施設から家庭への過程で家庭復帰の

ための中間施設が要る。また、それとは別に家族療法等が宿泊で可能な施設が要る。

親子再統合にっいて、児福法28条で児童養護施設に入所した児童とその保護者との再統合を原則2年以内に行うことの

法改正がなされたが、再統合のプランを提示するどころか、1年経過した現在でも児相や学校に嫌がらせの電話をかけ

てきたり、嘘の虐待通告をしてきたり、とても再統合を進められる状況ではない。今回の法改正でそこのところはもう

少し何とかならなかったのかと思う。
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虐待する親は、親としての責任と自覚に欠け、子どもの人権を無視しているので、指導が非常に困難なことが多い。対

応には、今以上に強力な法律的な根拠が必要と感じている。

行政権限が謙抑的であるべきという認識と、実際の子どもの生活上の発達上の不安の狭間で悩んでいます。

継続指導やモニター実施は、緊急の対応とはスケジュールが両立しないのであるが、同一の担当領域で担当者が両方を

受け持っていることが多く、定期的継続性より緊急性が優先するという実態にある。継続指導に必要な業務量、スケジ

ユールに見合った人的配置が必要。

ケースにより異なるため、このような一般化したアンケートに答えることは困難です。

子どもの命をどう守るかについては関心が高いが、どうすれば親子での生活を取り戻すことができるのかという視点が

弱く、分離が長期化してしまう。とくに地域の関係機関は在宅支援に対して拒否的になっている。

在宅支援が必要な保護者に日常の子どもとのかかわりの留意点（目標・日常生活面・親子の対話等）のマニュアルを作

ること。虐待の早期発見や安全確認のチェックリストは整備されっっあるが、親自身が自らを振り返って問題を意識で

きるようなマニュアルとチェックリストを工夫したい。福祉司（児童相談所）が親の実情に即して、かつ、実現が可能

と思われる課題（行動・態度等）が盛り込まれることが望ましい。福祉司と保護者が、　「何を目標にするか、結果はど

うか、子どもへの影響はどうか」等について、定期的に振り返る拠り所として役立つと考えられる。

在宅支援ケースにっいて定期的な通所や家庭訪問を行うが、ワーカーが不足していて充分な取り組みができない。さら

に、児童の発達上の問題があるケースも多いので、心理司とのチームで実施していくことが不可欠だが、心理司の数が

圧倒的に不足している。また、親のペアレント・トレーニングなどにおいても心理司の果たす役割が大きい。したがっ

て、ワーカーだけでなく、心理司の増員がぜひとも必要である。

在宅支援で親子分離できず、問題を抱えながらも支援することにより、問題解決、安定へとケースを進ませようとする

が、とくに養護問題では、虐待を強く意識することにより、在宅より施設へとなってしまう。そのことがよいことなの

かどうか迷うところ。在宅支援においても対立構造のケースが増えてきており、そうならないようにするか、そうなっ

てもやっていけるノウハウを、と思っている。

在宅支援で利用できる資源が限られており、とくに就学以降は難しい。在宅支援の充実のためには、利用可能な資源の

拡充と、福祉司の増員等があわせて必要。

在宅支援となると院守切といった形で見過ごされる場合が多いという不安があるので、それぞれの機関でできる役
割分担を明確にした上での在宅支援でないと、連携とは名ばかりで、結果的に機関の谷間に埋もれてしまい、危険な状

態がどこもチェックできずに、見過ごされてしまう懸念があります。

在宅支援については、個々の事例性に基づいたアプローチをしてきていますが、一定のプログラム作成と、ステージご

とのアセスメントの必要性を感じています。その前提として、支援を受け入れていくための親の動機付けと担当者との

関係形成が不可欠です。

在宅支援をするには、児童心理司（法的根拠がないに等しいが）が著しく不足しており、二一ズに対応できない。児童

福祉司も初期対応に追われ、相談件数に圧倒される中で、専門性の維持、向上が懸念される。まだ児相に子どもに関わ

る相談が集中しており、一方で、ネットワークや社会資源も拡充されつつあるが、あらためて児相の役割を見直し、整

理する必要があると思う。

在宅となった後の児相とのかかわり等、さまざまなことに関しての契約を苦労の末結んでも、子を手元においた途端、

児相担当からの連絡を拒否するケースが多い。そうなったときに、児相から積極的に親と接触し、治療にっなげる必要

があるが、マンパワー不足や司法関与の弱さ等のため、不充分なままになることが多い。少なくとも、ハード・アプロ

一チ、ソフト・アプローチを分担できるような職員数の確保や、より強固な司法の介入を早急に実現して欲しいと切に

希望しています。

在宅のケースにもさまざまなものがあるので一概には言えないが、そもそも前提として通所の契約がとれなかったり、

曖昧だったりすると、できる援助も限られるので、問題が改善するのが難しいように感じる。こちら側が（D（2）のよう

に、状況が改善するという希望を持って関わるのは必要不可欠であるが、保護所の側でも「状況が改善しうるんだ」と

いう実感を持ってもらえると、援助もうまくいくような気がします。

支援のためのいろいろな種類の社会資源がもっとたくさんあるといい（親の治療、親のグループ指導、実際の養育や雇

主（？）の援助など）。しかし、現実には、行政がお金を出さないと成り立たないこと、児相のように多職種のチーム制を

とるような組織が少ないことなど、難しいことも多い。どうやって民間の援助機関を育て、増やしていけばよいのか、

成功例があれば広く知らせて欲しい。

児相による在宅支援を困難にしているものとして、人的なもの（異動で担当が短期で変わるなど）、時間的なもの（保

護者の通所可能日と担当の可能日が合わないなど）、技術的なもの（精神疾患のある保護者へのアプローチなど）等々

をあげられると思います。担当ワーカーの一人当たりの虐待ケース数（上限）を決めるなど、まだまだ検討の余地はあ

りそうです。

児相は入口対応に忙殺されており、在宅支援になった場合はきちんと継続的にやっていくことがとても難しい。市区町

村等関係機関の役割分担が必須であるが、マンパワー不足、技術の不足がどうしようもなくある。その結果、実態は市

区町村にできもしないこと（「見守ってください」）を依頼し、ゼ何かあったら対応」というレベルに落ちてしまう。

法改正を有効なものにしていくためには抜本的な予算措置をして、人材の投入、密度の高い訓練が必要であると思う。

児相は距離的にも遠く、きめ細かい支援（具体的援助）をしていくには、市区町村が援助のノウハウを習得し、社会福

祉主事等が指導に当たることが実際的と考える。

市町村における要保護児童対策地域協議会の設立と機能の強化が、当面、重要な事柄であると考えます。
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しつけと虐待の区別について問われることが多い。しっけの中に体罰はいらない、子どもの目線でわかりやすく何回も

言い聞かせていくことが必要だと言っていくわけですが、何せ世の中、曖の鞭」的要素の必要性を容認する風潮があ

り、とくにスポーツ界あたりでは、繰り返し問題になっているように思えます。この点からの改善も必要だろうし、意

識の改革が必要のように思っています。

児童相談所で児童福祉司の業務に従事して1年半以上が経ちますが、どのケースに対してもすべてを否定的に捉えず、

できている部分を認め、それをケースに伝えることを心がけ、また、支援が必要なのはどの部分なのかという視点で関

わっています。保護者自身がさまざまな経験をしてきて、今の考え方や行動があることもあって、支援する側の考え、

思いを伝えたり、理解してもらうのには、それ以上に、保護者の考えに傾聴する姿勢が必要だと感じています。一方で、

生活の中で受けてきたものが及ぼしている、子どもへの影響、子どもの状態にもしっかりと眼を向ける必要があり、こ

れまでの経過を把握した上で、今の状況を捉え、これからに向けて支援していくことの難しさを感じます。

児童相談所の組織や職員の技量の向上といった視点から見ると、支援が極めて困難な、強制的に分離、施設入所に至っ

たケースに労力を集中するよりも、在宅で支援できるレベルのケースにも、多くの時間をかけて関わり、一定の成果を

あげていくことが必要かと思いますが、現在の体制では、こうしたケースはモニタリングだけに終始せざるを得ない状

況にあり、長い視点で見ると児相の力量のアップにつながらないと危惧します。

自分の価値観に囚われないこと。関わってくれる機関等を支えることを心がけているが、困難ケースほど難しい。目の

前の状況だけでなく、子どもが自分の人生を生きていく上で大切なものを切り離さない支援がしたいと、思う。

司法との連携など、やはり一定の強制力をバックにしないと難しいケースが多い。

週2回程度家庭訪問し、家事・育児を支援するヘルパーのようなサービスがあればと思う。また、毎日、保育園の送迎
をするなど、世帯に密着したサービスが必要とされていると思う。

常勤の精神科医が必要。

精神疾患で親族、関係者等との接触がもてない保護者の場合、児童相談所も保護者とのかかわりができず、子どもの処

遇も進まず、困るケースが増えている。精神保健法等の整備があれば、子どもの健全育成、福祉が守れると思う。

定期的に家庭訪問しているが、保護者が児童相談所に拒否的なケースや、家庭訪問しても不在が多く、電話をしてもな

かなか通じないケースもあり、対応に苦慮している。

夫婦関係、経済状況等の善悪の揺れの中で、短期的な臼標の見直しなど、対応を変えていかざるを得なくなることに苦
慮する。

保護者が意欲を持って定期的な通所に結び付けても、児童と保護者の状況が少しよくなると、とたんに保護者のモチベ

一ションが下がってしまい、継続が難しくなってしまう。

保護者が精神的に不安定である場合、医療機関を受診しても、家庭環境や子どもに対する態度に改善がなかなか見られ

ない場合が多々ある。保健所等も関わっているが、訪問時のみでは生活状況も充分うかがえない場合もある。地域で、

民生委員をはじめ、家庭全般にわたって支援できるエンパワメントの必要性を感じている。

保護者自身も養育に困っていて支援を求めている場合はいいが、介入そのものに拒否的な場合、かかわりを持つきっか

けがつかみづらい。かかわり方がまずく、風通しが悪くなって、子どもの安否確認ができにくい状況にならない工夫が

いると思う（ただし、だからといって、介入をためらうようなことがあってはならないが）。また、　「虐待」という言

葉が広がり、市民の意識が高まってきた点はよいが、「虐待」と決め付け、避けてしまう傾向も出てきている点が気に

なる。日頃から、子育てについての悩みを気軽に相談でき、目常的にかかわり、支援していくという社会の仕組みや意

識が必要だと思う。今のままでは、子育てに行き詰まり、孤立してしまう人が増えていくと思う。

保護者の協力が得られない（拒否的、精神疾患等）場合、支援したくても難しさを感じる。また、関係機関も支援が必

要と感じているが、保護者の理解が得られない場合、関係機関からの協力要請ではなく、児童相談所にすべて任される

ので、困難さを感じる。

当都道府県内は、どの施設も満杯に近く、今後、施設措置の必要性があっても、措置が困難なケースが出てくることも
予想される。そういった現実も考え合わせると、措置したケースの家族の再統合への取り組みの充実を図ることと、在

宅ケースの支援の方法を深めることとが不可欠と考えている。そういったことから虐待をする保護者のグループ・カウ

ンセリングを開始しているが、今後虐待予備軍（あるいは虐待と紙一重）とも言うべき育児不安の強い保護者への支援

など、多様な援助の機会を提供することが必要になると考えている。

各機関各々の職域の中で、必死に関わっていただけると感じていますが、保護のタイミングや家庭引取のタイミングで

は、児相との考えにギャップがあるように感じています。地域の方とともに実務的にケース処遇を積み重ねていくこと

が必要なのではないでしょうか。
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